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1. 背景と目的 

 

1.1  背景 

鳥取県が保有する公共施設及び土木インフラは、高度経済成長期を中心に多数整備されており、今後、

それらの老朽化に伴い維持管理費用の増加が懸念されます。一方で、人口減少や少子高齢化の進行に伴う

税収の減少、社会保障費の増加などにより、鳥取県の財政状況は厳しさを増しています。 

こうした問題を解決するため、鳥取県では土木インフラ全般について「鳥取県インフラ長寿命化計画(行

動計画)」を策定し、土木インフラの機能不全や重大事故による社会経済活動の停滞を招かないよう、適切

な維持管理によるインフラ機能の維持・コスト縮減・予算の平準化を図っています。 

 

1.2  目的 

道路構造物の中でも道路上空を横過するなど、安全性への配慮が重要な道路大型構造物（横断歩道橋、

門型標識等、道路情報提供装置、シェッド、大型カルバート）の維持管理手法について、従来の「事後保

全」から「予防保全」を基本としたメンテナンスサイクルに転換しコスト縮減を図るとともに、予算を平

準化することを目的として「鳥取県道路大型構造物長寿命化修繕計画」を策定しました。 

 

 

 

図 1.1 対象構造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路情報提供装置 
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2. 鳥取県の取組み 

 

道路構造物については道路法施行規則の改正（平成 26年 3月 31日公布、7月 1日施行）により、国が定

める統一的な基準によって 5 年に 1 回の頻度で、近接目視により定期的に点検を行うことが義務付けられ

ました。道路大型構造物もその対象となります。 

定期点検の対象となる大型構造物は表 2.1 のとおりで、代表的な点検項目と適用基準は表 2.2 のとおり

です。 

 

表 2.1 対象道路大型構造物一覧 

構造物分類 対象数 

横断歩道橋 19橋 

門型標識等（高さ制限 3基を含む） 32基 

道路情報提供装置（門型のみ） 11基 

ロックシェッド(3ヶ所)，スノーシェッド(1ヶ所) 4ヶ所 

大型カルバート 21基 

 

表 2.2 適用基準一覧 

項目 適用基準 点検頻度 

横断歩道橋 

定期点検 

・横断歩道橋本体工 

・附属物の取付 

横断歩道橋定期点検要領（平成 31年 4月）

鳥取県県土整備部 道路企画課 

5年に 1回 

門型標識等 

定期点検 

・標識本体工 

・支柱・取付部 門型標識等定期点検要領（平成 31年 4月）

鳥取県県土整備部 道路企画課 道路情報提供 

装置定期点検 

・道路情報提供装置本体工 

・支柱・取付部 

シェッド定期 

点検 

・シェッド本体工 

・附属物の取付 
シェッド、大型カルバート等定期点検要

領（平成 31年 4月）鳥取県県土整備部 道

路企画課 
大型カルバート 

定期点検 

・大型カルバート本体工 

・附属物の取付 

道路パトロール 

・通常パトロール 

・定期パトロール 

・夜間パトロール 

・異常時パトロール 

鳥取県道路管理パトロール実施要領 適宜 
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3. 道路大型構造物の現況 

 

道路大型構造物の建設年次を整理すると図 3.1のグラフのようになります。 

横断歩道橋やシェッドについては建設後 40 年以上経過するものが、ほぼ半数に上りかなり老齢化が進んで

います。大型カルバートについては、建設後 20年未満の新しいものが半数以上を占めています。 

 
図 3.1 対象構造物の建設年次及び経過年数 
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4. 健全性の把握 

 

鳥取県では令和３年度までに、点検要領注 1,2,3に基づき、ほとんどの対象構造物について近接目視による

２巡目点検を実施しました。点検時に対象とした主な損傷の種類は、表 4.1のとおりです。 

 

表 4.1 道路大型構造物の主な損傷の種類 

材料の種類 損傷の種類 

鋼部材 腐食、き裂、破断、変形・欠損・摩耗、ゆるみ・脱落、その他 

コンクリート部材 ひびわれ、コンクリートの浮き、その他 

その他 支承の機能障害、その他 

 

   

(1)横断歩道橋        (2)門型標識等      (3)道路情報提供装置 

   

(4)大型カルバート       (5)シェッド 

写真 4.1 道路大型構造物の点検状況 

 

注 1）横断歩道橋定期点検要領 平成 31年 4月 鳥取県県土整備部 道路企画課 

注 2）門型標識等定期点検要領 平成 31 年 4月 鳥取県県土整備部 道路企画課 

注 3）シェッド、大型カルバート等定期点検要領 平成 31年 4月 鳥取県県土整備部 道路企画課 
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5. 健全性の評価 

 

5.1  健全性評価の流れ 

健全性評価とは、道路大型構造物の機能に対する支障の有無及び措置の緊急度を判定することであり、定

期点検結果により把握された損傷状態に基づき評価します。 

 

① 定期点検において、健全性の診断の根拠となる構造物の現在の状態を、近接目視により把握します。 

② 部材ごとに、次回定期点検までの間の措置の必要性について総合的な診断を行い、健全性を 4段階で

評価します。 

③ 各部材の健全性をもとに、施設単位で総合的な健全性を 4段階で評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 大型構造物の健全性評価の流れ 

 

 

 

 

 

  

構造物の状態の把握 

近接目視による客観的事実の評価 

部材単位の健全性評価（Ⅰ～Ⅳの 4 段階） 

・次回定期点検までの間の措置の必要性を評価 

・対策区分と健全性の区分の関係を参照（表 5.1） 

施設単位の健全性評価（Ⅰ～Ⅳの 4 段階） 

主要な部材に着目して最も厳しい評価を採用 
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5.2  部材単位の健全性評価 

各部材の対策区分を踏まえて、部材単位の健全性を表 5.1の判定区分で評価します。 

 

表 5.1 健全性の判定区分 

区分 定義 措置の基本的考え方 

Ⅰ 健全 
構造物の機能に支障が生じていな

い状態。 

監視や対策を行う必要のな

い状態 

Ⅱ 予防保全段階 

構造物の機能に支障が生じていな

いが，予防保全の観点から措置を講

ずることが望ましい状態。 

状況に応じて、監視や対策を

行うことが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 

構造物の機能に支障が生じる可能

性があり，早期に措置を講ずべき状

態。 

早期に監視や対策を行う必

要がある状態 

Ⅳ 緊急措置段階 

構造物の機能に支障が生じている，

又は生じる可能性が著しく高く，緊

急に措置を講ずべき状態。 

緊急に対策を行う必要があ

る状態 

 

出典）横断歩道橋定期点検要領 平成 31 年 4月 鳥取県県土整備部 道路企画課 

門型標識等定期点検要領 平成 31年 4月 鳥取県県土整備部 道路企画課 

シェッド、大型カルバート等定期点検要領 平成 31 年 4月 鳥取県県土整備部 道路企画課 
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5.3  施設単位の健全性評価 

部材単位の健全性評価を踏まえて、施設単位の健全性（Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ）を総合的に評価します。その際の

区分も表 5.1の判定区分（Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ）を用います。 

施設単位の健全性は、基本的に構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目し、その中で最も厳しい健

全性の評価結果を施設単位の健全性とすることを基本とします。ただし、損傷が局所的な場合等はその限り

ではありません。また、その他の部材についても、損傷により第三者被害が発生する可能性があるものにつ

いては、施設単位の健全性に反映します。 

各構造物の主要な部材とその他の部材の分類は以下のとおりです。 

 

表 5.2 各構造物の主要部材  

○横断歩道橋 

主要な部材 
上部工（主桁・床版、横梁、縦桁） 
下部工・基礎（橋台、橋脚） 
支承、落橋防止装置 

その他の部材 路上部（舗装、地覆、高欄・防護柵、排水施設、添加物） 

 
○門型標識等 

主要な部材 
支柱（支柱本体、支柱基部、その他） 
横梁（横梁本体、溶接部・継手部） 

その他の部材 

標識板等（標識板、その他（灯具等）） 
基礎（基礎コンクリート部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ナット） 
ブラケット（ブラケット本体、ブラケット取付部） 
その他 

 
○道路情報提供装置 

主要な部材 
支柱（支柱本体、支柱基部、その他） 
横梁（横梁本体、溶接部・継手部） 

その他の部材 

標識板等（道路情報板、その他（灯具等）） 
基礎（基礎コンクリート部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ナット） 

ブラケット（ブラケット本体、ブラケット取付部） 
その他 

 
○シェッド 

主要な部材 

上部工（頂版、主梁、横梁、山側柱、谷側柱、頂版ブレース、 
柱ブレース） 

下部工・基礎（山側受台、谷側受台） 
支承・翼壁（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ（柱基部）） 

その他の部材 その他（舗装、頂版上面、山側擁壁、落石防護柵） 

 
○大型カルバート 

主要な部材 
本体工（頂版、側壁、底版） 
翼壁（ウイング） 

その他の部材 路上部 
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6. 定期点検結果 

 

6.1  点検結果 

令和 3年度までに実施した定期点検の結果により、以下のことがわかりました（大型カルバート 2基は令

和 4年に竣工であり、初回点検が令和 7年の予定）。 

 

≪健全性の状況≫ 

○いずれの構造物についても、緊急措置が必要となる「健全性Ⅳ 緊急措置段階」のものはありませんでし

た。 

○横断歩道橋の 3橋、門型標識等の 6基、道路情報提供装置の 1基、シェッドの 3ヶ所が早期に措置を講

ずべき状態である、「健全性Ⅲ 早期措置段階」となっています。 

 

表 6.1 点検結果（健全性評価結果） 

健全性 横断歩道橋 門型標識等 
道路情報 
提供装置 

シェッド 
大型 

カルバート 

Ⅰ 健全 3橋 5基 2基 － 1基 

Ⅱ 予防保全段階 13橋 21基 8基 1ヶ所 18基 

Ⅲ 早期措置段階 3橋 6基 1基 3ヶ所 － 

Ⅳ 緊急措置段階 － － － － － 

合   計 19橋 32基 11基 4ヶ所 19基 

 

 

図 6.1 点検結果（健全性の分布） 
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6.2  各構造物の損傷の傾向 

(1)横断歩道橋 

 横断歩道橋では、定期的に修繕が実施されており、健全度Ⅲの割合は比較的低い。また損傷が局所的な場

合があるため、施設単位の健全性Ⅲの割合も低くとどまっています。 

 

 

図 6.2 部材別の健全性評価結果（横断歩道橋） 

 

(2)門型標識等 

 門型標識等では、横梁の健全性Ⅲ以上の割合が 19%とやや高い傾向にあります。また、支柱の健全性Ⅲ以上

の割合が 9％となっており、総合的な判定を踏まえ、施設単位の健全性Ⅲの割合は 19%となっています。 

 
図 6.3 部材別の健全性評価結果（門型標識等） 
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(3)道路情報提供装置 

 道路情報提供装置については、横梁で健全性Ⅲの構造物が少数ある。このうち衝突による局所的な変形な

どを除いた１施設が施設単位の健全性Ⅲとなっています。 

 

図 6.4 部材別の健全性評価結果（道路情報提供装置） 

 

(4)シェッド 

 シェッドは全体で 4ヶ所が対象であるが、そのうち 3ヶ所の上部工の健全性がⅢとなっており、施設単位に

おいても健全性Ⅲとなっている。 

 
図 6.5 部材別の健全性評価結果（シェッド） 

 

(5)大型カルバート 

 大型カルバートは全体で 19 基が対象であるが、ほとんどが局所的な損傷であり、構造物全体への影響が小

さいことから、施設単位では健全性Ⅰ又はⅡと判定している。 

 
図 6.6 部材別の健全性評価結果（大型カルバート） 
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≪損傷事例≫ 

○横断歩道橋 

      

 【上部工（主桁）：腐食、健全性Ⅲ】       【階段部（蹴上）：腐食、健全性Ⅱ】 

 

○門型標識等 

      

【横梁（標識板取付部）：腐食、健全性Ⅲ】       【支柱基礎：腐食、健全性Ⅲ】 

 

○道路情報提供装置 

      

【支柱内部：滞水、健全性Ⅱ】          【横梁取付部：腐食、健全性Ⅱ】 

 

写真 6.1 損傷事例(1) 
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○シェッド 

      

【横梁：腐食、健全性Ⅲ】      【下部工（山側受台）：アルカリ骨材反応の疑い 

があるひび割れ、健全性Ⅲ】 

 

○大型カルバート 

      

【本体工（頂版）：ひびわれ、健全性Ⅱ】      【翼壁部（ウイング）：うき、健全性Ⅲ】 

 

写真 6.2 損傷事例(2) 
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7. 道路大型構造物長寿命化修繕計画の基本方針 

 

7.1  道路大型構造物長寿命化修繕計画の基本方針 

  道路大型構造物長寿命化修繕計画の基本方針は次のとおりとします。 

 

 

１) ライフサイクルコストの比較 

これまで鳥取県では、構造物に大きな変状が確認されてから補修・更新を行う、対症療法の「事後保全」

で維持管理を行ってきました。本計画では、まず「事後保全」と「予防保全」のライフサイクルコストの比

較を行います。 

 

 

図 7.1 事後保全と予防保全のライフサイクルコストの概念図 
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２) 予防保全・時間計画保全への移行 

ライフサイクルコストの結果を踏まえ、従来型の「事後保全」から事業費縮減が可能な「予防保全」へと

移行します。ただし、日常点検や定期点検では機能の低下や故障の予見が難しく、予防保全への移行が困難

な構造物については、「時間計画保全」へと移行します。 

 

                    長寿命化修繕計画 

従来手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2 保全手法の転換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての道路大型構造物 

・横断歩道橋 

・門型標識等 

・シェッド 

・大型カルバート 

・道路情報提供装置 

「時間計画保全」とは 

「時間計画保全」は耐用年数等毎に更新を行い、機能の維持を図る保全手法のことで

す。日常点検や定期点検では機能の低下や故障の予見が難しく、性能保証の面からも延

命化が困難で、耐用年数毎の更新が避けられない施設・設備等に適用されます。 

道路情報提供装置の電気通信設備は日常点検では故障など不具合の予見が困難であ

り、電気通信設備の耐用年数によって施設全体を更新せざるを得ないため、この「時間

計画保全」を採用します。 

「予防保全」とは 

「予防保全」は定期点検の結果を踏まえて、損傷が大きくなる前の段階で修繕を行う

手法です。横断歩道橋、門型標識等、シェッド、大型カルバートは日常点検や定期点検

に損傷程度、機能の低下が把握できるため、この保全手法を適用します。 
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３）新技術の活用、集約化・撤去の検討 

(1)-1 横断歩道橋の新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は新技術の活用を検討します。 

新技術の活用についての検討は、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4月（国土交通省）」を参考に行

いますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 ・支柱埋設部の腐食調査には、非破壊で腐食状況を確認することが可能な「鋼板腐食検査器」などの採用を

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼板腐食検査器を使用した調査 
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【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)-2 横断歩道橋の集約化・撤去の検討方針 

横断歩道橋の集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)-1 門型標識等の新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は新技術の活用を検討します。 

新技術の検討にあたっては、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4月（国土交通省）」を参考に検討し

ますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

  

・鋼材の塗装塗り替えについては、発錆リスクである赤錆を黒錆へ転換して防食することができ、かつ厚膜塗

料による長期耐候性も期待できる『長期耐候性錆転換防食塗装』などの採用を検討します。 

・腐食により欠損した鋼材断面の補修には、FRPシートを貼り付けることで高い防錆性が期待できる『紫外線

硬化型 FRPシート工』などの採用を検討します。 

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上) な横断歩道橋については、今後も同等以上

の機能が必要な場合には「修繕」または「架替」を検討します。 

・大規模な補修が必要となる横断歩道橋については、歩行者利用状況、車両交通量の変化、通学路の指定状

況、バリアフリーへの対応等を踏まえて地元住民や学校関係者等と協議を行い、状況に応じて「撤去+平面

横断歩道」への変更を検討します。 
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・支柱埋設部の腐食調査には、地表から磁場測定することにより非破壊で埋設部支柱全周の腐食割合が計測で

きる「鋼製支柱の埋設部腐食検査装置」などの採用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋設部腐食検査装置を使用した調査 

 

 

【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 
 
 
 
  

・支柱が腐食により欠損した場合、これまでは取替えることが一般的でしたが、強度と耐腐食性が金属と同等

以上の「FRPシートによる支柱補強工法」などの採用を検討します。 

・滞水により腐食が進行しやすい支柱地際部は、塗装により防食することが一般的ですが、再劣化することが

多い部位であるため、亜鉛系防食材料を用いた電気防食装置を設置し、防食性能を向上することができる「支

柱地際部防食工」などの採用を検討します。 
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(2)-2 門型標識等の集約化・撤去の検討方針 

門型標識等の集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)-1 道路情報提供装置の新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は新技術の活用を検討します。 

新技術の検討にあたっては、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4月（国土交通省）」を参考に検討し

ますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

  

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上)な大型標識については、今後も同等以上の

機能が必要な場合は「修繕」または「取替」を検討します。なお、門型標識の取替えについては、維持管

理が容易な片持ち形式への変更を検討します。 

・道路整備状況や周辺環境の変化等により不要と判断した大型標識は「撤去」を検討します。 

・近接する道路情報板や道路案内標識など、他の公共施設との集約が可能な場合は、「集約」を検討します。 

門型形式（オーバーヘッド形式） 片持ち形式（オーバーハング形式） 

更新 

※視認性等の機能は確保する 
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・支柱埋設部の腐食調査には、地表から磁場測定することにより非破壊で埋設部支柱全周の腐食割合が計測で 

きる「鋼製支柱の埋設部腐食検査装置」などの採用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋設部腐食検査装置を使用した調査 

 

【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 
 
  
  

・支柱が腐食により欠損した場合、これまでは取替えることが一般的でしたが、強度と耐腐食性が金属と同

等以上の「FRPシートによる支柱補強工法」などの採用を検討します。 

・滞水により腐食が進行しやすい支柱地際部は、塗装により防食することが一般的ですが、再劣化すること

が多い部位であるため、亜鉛系防食材料を用いた電気防食装置を設置し、防食性能を向上することができ

る「支柱地際部防食工」などの採用を検討します。 
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・鋼部材の腐食調査（板厚調査）には、ケレン不要で錆上からの計測が可能な「鋼板腐食検査器）」などの

採用を検討します。 

＜新技術を活用した点検例＞ 

(3)-2 道路情報提供装置の集約化・撤去の検討方針 

道路情報提供装置の集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-1 シェッドの新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は、新技術の活用を検討します。また、鋼製部材の板厚調査については、コスト縮減や作業の効率

化が可能となる新技術の活用を検討します。 

新技術の活用についての検討は、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4月（国土交通省）」を参考に行

いますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

鋼板腐食検査器を使用した調査 

 
  

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上)な道路情報提供装置については、今後も

同等以上の機能が必要な場合は「修繕」または「取替」を検討します。 

・道路整備状況や周辺環境の変化等により不要と判断した道路情報提供装置は「撤去」を検討します。 

・近接する道路情報提供装置との集約が可能な場合は、「集約」を検討します。 
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【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-2 シェッドの集約化・撤去の検討方針 

シェッドの集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)-1 大型カルバートの新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は新技術の活用を検討します。 

新技術の活用についての検討は、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4月（国土交通省）」を参考に行

いますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

 

 

  

・コンクリート部材のひび割れ補修については、注入器具を用いることなくひび割れ深部まで接着可能な『塗

布型ひび割れ注入工法』などの採用を検討します。 

・鋼材の塗装塗り替えについては、発錆リスクである赤錆を黒錆へ転換して防食することができ、かつ厚膜塗

料による長期耐候性も期待できる『長期耐候性錆転換防食塗装』などの採用を検討します。 

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上) なロックシェッド及びスノーシェッドにつ

いては、今後も同等以上の機能が必要な場合には「修繕」または「更新」を検討します。 

・ロックシェッド及びスノーシェッドは落石や雪崩から道路利用の安全を確保する施設であり、基本的には集

約化・撤去ではなく長寿命化を図っていく計画としますが、道路整備状況や周辺環境の変化等により不要と

判断した場合は地元住民や利用者と協議を行い、状況に応じて「道路閉鎖」や「撤去」を検討します。 
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【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

(5)-2 大型カルバートの集約化・撤去の検討方針 

大型カルバートの集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・長期の交通規制が困難なコンクリート部材のひび割れ補修については、注入器具を用いることなくひび割れ

深部まで接着可能な『塗布型ひび割れ注入工法』などの採用を検討します。 

・コンクリート片の剥落防止対策として、コンクリート表面にポリウレタン樹脂を塗るだけで優れたはく落防

止性能を発揮し、従来のような繊維シートの接着が不要で工期短縮が図れるなどの採用を検討します。 

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上)な大型カルバートについては、今後も同等

以上の機能が必要な場合には「修繕」または「更新」を検討します。 

・大型カルバートは道路を跨いでいるため、基本的には集約化・撤去ではなく長寿命化を図っていく計画とし

ますが、道路整備状況や周辺環境の変化等により交差道路が不要となる場合は、地元住民や利用者と協議を

行い、状況に応じて「通行止め」や「撤去」を検討します。 
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４）費用の縮減に関する取組み 

(1) 横断歩道橋の費用の縮減に関する取組み 

横断歩道橋の費用の縮減に関する取組みは、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

(2) 門型標識等の費用の縮減に関する取組み 

門型標識等の費用の縮減に関する取組みは、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

(3) シェッド・大型カルバートの費用の縮減に関する取組み 

シェッド・大型カルバートの費用の縮減に関する取組みは、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

大型カルバートの修繕工事においては、前回定期点検の結果、早期に修繕が必要な箇所はありませんが、今

後修繕を行う場合には、国土交通省「新技術情報提供システム（NETIS）」等を参考とし、積極的な新工法・新

材料の活用によってコスト縮減を図ります。 

 

 

  

・従来の事後保全型から予防保全型の管理へ転換し、今後 100 年間で約 3.2 億円のコストの縮減を目指

します。 

・今後 5年間で、定期点検・詳細調査においては 15基程度、修繕工事においては 4基程度について新技

術・新材料等を活用し、合計 0.7百万円のコスト縮減を目指します。 

・従来の事後保全型から予防保全型の管理へ転換し、今後 100 年間で約 7 億円のコストの縮減を目指し

ます。 

・今後 5 年間で、定期点検・詳細調査においては 9 橋程度、修繕工事においては 2 橋程度について新技

術・新材料等を活用し、合計 3.7百万円のコスト縮減を目指します。 

・従来の事後保全型から予防保全型の管理へ転換し、今後 100年間で約 22億円のコストの縮減を目指し

ます。 

・今後 5年間で、定期点検・詳細調査においては 1基、修繕工事においては 2基程度について新技術・新

材料等を活用し、合計 17百万円のコスト縮減を目指します。 
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５）事業費の平準化 

限られた財源の中では、対象構造物すべてを一度に修繕することが困難な状況であることから、単年度に

事業費が集中しないよう、対象構造物の中で優先順位をつけ、修繕年度について、予防保全は後ろへ、時間

計画保全は前へ調整することで、年度別事業費の平準化を図ります。 

 

後ろ倒しによる平準化 

 

図 7.3 事業費平準化の概念図（予防保全） 

 

前倒しによる平準化 

 

図 7.4 事業費平準化の概念図（時間計画保全） 

 

(4)計画期間 

計画期間は令和 7年度～令和 11年度までの 5年間とします。 

 

 

  

事
業
費

年 度

事
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費
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費
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7.2  道路大型構造物長寿命化修繕計画の流れ 

道路大型構造物長寿命化修繕計画の流れを図 7.5に示します。 

定期点検の結果や既往の研究成果を基に、管理水準、補修実施時期を設定します。 

次に、健全度に対応した標準的な補修工法、ライフサイクルコストの縮減を検討した上で、必要な費用等

の年度別事業費を算出します。 

次に、構造物の補修時期が重なり事業費が集中した場合に、優先して修繕すべき構造物を選定するため、

優先順位の設定を行います。 

最後に、年度ごとの予算規模を想定し、補修時期を調整した上で平準化を行います。 

この長寿命化修繕計画に基づき各構造物の補修設計・補修工事を実施するとともに、今後の定期点検結果

や補修工事の結果を整理・記録し、次回計画時の資料とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.5 道路大型構造物長寿命化修繕計画の流れ 

 

  

日常点検(パトロール) 

定期点検の実施 

 

道路大型構造物 

長寿命化修繕計画 
8.1 

管理水準の設定 

補修実施時期の設定 

緊急措置が 

必要な場合 

補修設計・補修工事の実施 

8.2 

年度別事業費の算定 

（ＬＣＣの検討） 

8.3 

優先順位の設定 

8.4 

事業費の平準化 
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8. 道路大型構造物長寿命化修繕計画の詳細 

 

8.1  管理水準の設定・補修実施時期の設定 

これまでは、健全性Ⅲあるいは健全性Ⅳになってから補修を行う「事後保全」でしたが、今後は健全性

Ⅱの段階で対策を行う「予防保全」または「時間計画保全」としていきます。それぞれの保全手法の管理

水準のイメージをグラフ化すると表 8.1のようになります。 

劣化程度の推定、補修実施時期、更新時期の設定は、点検結果、経過年数より作成した劣化予測式から

導くのが理想です。しかし、今回の場合、対象構造物のデータ数が少なく、劣化予測式の精度が低く不適

であることから、既往の研究成果により、補修時期や更新時期を設定しました。表 8.2に設定した更新時

期を示します。 

 

表 8.1 保全手法ごとの健全度と経過年数のイメージ 

保全手法 健全度と経過年数のイメージ 適用構造物 

予防保全 

 

横断歩道橋 

門型標識等 

シェッド 

大型カルバート 

時間計画保全 

 

道路情報 

提供装置 

事後保全 

 

従来型であり 

適用しない 
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表 8.2 保全手法と目標の目安 

 
保全手法 

更新時期 

長寿命化目標 無対策の場合(事後保全) 

横断歩道橋 予防保全 建設後 80年※1 建設後 60年※2 

門型標識等 予防保全 建設後 50年※3 建設後 40年※4 

道路情報提供装置 時間計画保全 建設後 22年※5 - 

シェッド 予防保全 建設後 100年※6 建設後 60年※7 

大型カルバート 予防保全 建設後 100年※8 建設後 60年※9 

 

※1：鋼道路橋の平均寿命は最大 100年と言われています（道路橋の寿命推計に関する調査研究、国総研資

料第 223号、平成 16年 12月）。道路橋に比べて横断歩道橋は、使用鋼材の板厚が薄いことを考慮し

80年としました。 

※2：新設塗装（C-5系）の塗装耐用寿命 45年に鋼材の腐食減厚年数 15年を加えて 60年としました。 

※3：道路標識維持管理マニュアル(案)（H20.9 (社)全国道路標識・標示業協会）の資料より「都市・工

業地帯」における耐用年数 34～53年より、50年としました。 

※4：メッキ層の耐用年数 25年と鋼材の腐食減厚年数 15年を合計して 40年としました。  

※5：電気通信施設維持管理計画作成の手引き(案)、平成 25年 6月、国土交通省より「延命化後の期待寿

命」22年を用いました。 

※6：対象シェッドの主構造は鋼構造なので鋼道路橋と同等と考え、「道路橋の寿命推計に関する調査研

究、国総研資料第 223号、平成 16年 12月」の鋼道路橋平均寿命の最大値 100年を用いました。 

※7：新設塗装（C-5系）の塗装耐用寿命 45年に鋼材の腐食減厚年数 15年を加えて 60年としました。 

※8：大型カルバートはコンクリート構造なので道路橋と同等と考え「道路橋の寿命推計に関する調査研

究、国総研資料第 223号、平成 16年 12月」のコンクリート道路橋平均寿命の最大値 100年を用いま

した。 

※9：「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年大蔵省令第十五号）令和 2年財務省令第二十

六号による改正 財務省」より、コンクリート橋の耐用年数 60年としました。 
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8.2  年度別事業費の算定 

(1)横断歩道橋の年度別事業費算出 

横断歩道橋は予防保全の場合、建設後 80 年間利用可能です。これに対して、事後保全の場合は、建設後

60年で更新が必要になります。 

今後 100 年間において、鳥取県が管理する横断歩道橋 19 橋について両方の保全手法による補修費用を比

較しました(図 8.1)。結果として 100年間では、予防保全（約 44億円）の方が事後保全（約 51億円）に比

べて、約 7億円(約 14%)の事業費を縮減することができるため、「予防保全」手法を採用します。 

 

 

 
図 8.1 予防保全と事後保全の違いによる事業費比較（横断歩道橋） 

約 7 億円 
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(2)門型標識等の年度別事業費算出 

門型標識等は予防保全の場合、建設後 50 年間利用可能です。これに対して、事後保全の場合は、建設後

40年で更新が必要になります。 

今後 100 年間において、鳥取県が管理する門型標識等 32 基について両方の保全手法による補修費用を比

較しました(図 8.2)。結果として 100 年間では、予防保全（約 9.3 億円）の方が事後保全（約 12.5 億円）

に比べて約 3.2億円（約 25％）の事業費を縮減することができるため、「予防保全」手法を採用します。 

 

 

 

 
図 8.2 予防保全と事後保全の違いによる事業費比較（門型標識等） 

  

約 3.2 億円 



鳥取県道路大型構造物長寿命化計画 

 

- 30 - 

 

(3)道路情報提供装置の年度別事業費算出 

道路情報提供装置については、電気設備であるため点検で故障等の予見が困難です。したがって、部品交

換など部品単位の「時間計画保全」による補修を行い、さらに機器全般の保守部品調達が困難となる建設後

22年目には機器全体の「時間計画保全」による更新を行います。 

今後 100年間において、鳥取県が管理する道路情報提供装置 11基について事業費を算出しました(図 8.3)。

結果として 100年間では、約 33億円の事業費が必要です。 

 

 

図 8.3 時間計画保全による事業費（道路情報提供装置） 
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(4)シェッドの年度別事業費算出 

シェッドは予防保全の場合、建設後 100年間利用可能です。これに対して、事後保全の場合は、建設後 60

年で更新が必要になります。 

今後 100 年間において、鳥取県が管理するシェッド 4 ヵ所について両方の保全手法による事業費を比較

しました(図 8.4)。結果として 100年間では、予防保全（約 30億円）の方が事後保全（約 36億円）に比べ

て、約 6億円(約 17%)の事業費を縮減することができるため、「予防保全」手法を採用します。 

 

 

 

 
図 8.4 予防保全と事後保全の違いによる事業費比較（シェッド） 

約 6 億円 
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(5)大型カルバートの年度別事業費算出 

大型カルバートは予防保全の場合、建設後 100年間利用可能です。これに対して、事後保全の場合は、建

設後 60年で更新が必要になります。 

今後 100 年間において、鳥取県が管理する大型カルバート 21 基について両方の保全手法による事業費を

比較しました(図 8.5)。結果として 100年間では、予防保全（約 48億円）の方が事後保全（約 64億円）に

比べて、約 16億円(約 25%)の事業費を縮減することができるため、「予防保全」手法を採用します。 

 

 

 

 
図 8.5 予防保全と事後保全の違いによる事業費比較（大型カルバート） 

約 16 億円 
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8.3  優先順位の設定 

(1)横断歩道橋の優先順位の設定 

横断歩道橋の補修における優先順位は、表 8.3の考えに沿って決定します。 

 

表 8.3 横断歩道橋の補修における優先順位の考え方 

 第 1仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(緊急輸送路を跨ぐ) 

第３仕分け 
(道路交通量の多さ) 

第４仕分け 
（橋長） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①緊急輸送路 
 

②その他の路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 
4,000～10,000 台/日 

 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

橋長が長いもの
を優先的に整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：同一の優先順位グループの中で橋長が長いものを優先的に補修します。 

 

 

図 8.6 横断歩道橋の優先順位仕分けフロー図 

第1仕分け
（健全性）

第2仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）

第3仕分け
（交通量）

第4仕分け
（橋長）

Ⅳ 緊急輸送道路 橋長が長いものを上位とする。10.000台/日以上

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

橋長が長いものを上位とする。4.000台/日未満

その他の路線 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。

Ⅲ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。

その他の路線 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。

Ⅱ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。

その他の路線 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。
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(2)門型標識等の優先順位の設定 

門型標識等の補修における優先順位は、表 8.4の考えに沿って決定します。 

 

表 8.4 門型標識等の補修における優先順位の考え方 

 
第 1仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(緊急輸送路) 

第３仕分け 
（道路交通量の多さ） 

第４仕分け 
（道路幅員） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①緊急輸送路 
 

②その他の路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 

4,000～10,000 台/日 
 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

道路幅員が広い
ものを優先的に
整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：同一の優先順位グループの中で道路幅員が広い（門型標識の支柱が長い）ものを優先的に

補修します。 

 

 

図 8.7 門型標識等の優先順位仕分けフロー図 

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅳ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅲ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅱ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

第1仕分け
（健全性）

第2仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）

第3仕分け
（交通量）

第4仕分け
（道路幅員）

4.000～10.000台/日
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(3)道路情報提供装置の優先順位の設定 

道路情報提供装置の補修における優先順位は、表 8.5の考えに沿って決定します。 

 

表 8.5 道路情報提供装置の補修における優先順位の考え方 

 第 1仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(情報の種類) 

第３仕分け 
(緊急輸送路) 

第４仕分け 
（道路交通量の多

さ） 

第５仕分け 
（道路幅員） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①トンネル 
情報板 

 
②道路情報板 

①緊急輸送路 
 

②その他の 
路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 
4,000～10,000 台/日 
 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

道路幅員が広
いものを優先
的に整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：トンネル情報板は緊急性が高いので優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 5 仕分け：同一の優先順位グループの中で道路幅員が広い（施設延長が長い）ものを優先的に補修し

ます。 

 

 

図 8.8 道路情報提供装置の優先順位仕分けフロー図 

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

第1仕分け
（健全性）

第2仕分け
（情報の種類）

第3仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）

第4仕分け
（交通量）

第5仕分け
（道路幅員）

Ⅳ トンネル情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

道路情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅲ トンネル情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

道路情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅱ トンネル情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

道路情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする
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(4)シェッドの優先順位の設定 

シェッドの補修における優先順位は、表 8.6の考えに沿って決定します。 

 

表 8.6 シェッドの補修における優先順位の考え方 

 第 1仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(緊急輸送路) 

第３仕分け 
（道路交通量の多

さ） 

第４仕分け 
（延長） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①緊急輸送路 
 

②その他の路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 
4,000～10,000 台/日 

 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

シェッド本体の
延長が長いもの
を優先的に整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：同一の優先順位グループの中でシェッド本体の延長が長いものを優先的に補修します。 

 

 

図 8.9 シェッドの優先順位仕分けフロー図 

第1仕分け
（健全性）

第2仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）

第3仕分け
（交通量）

第4仕分け
（道路幅員）

Ⅳ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

Ⅲ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

Ⅱ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする
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(5)大型カルバートの優先順位の設定 

大型カルバートの補修における優先順位は、表 8.7の考えに沿って決定します。 

 

表 8.7 大型カルバートの補修における優先順位の考え方 

 第 1仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(横断する施設) 

第３仕分け 
(緊急輸送路) 

第４仕分け 
（道路交通量の多

さ） 

第５仕分け 
（延長） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①JR・直轄国道 
 

②その他 

①緊急輸送路 
 

②その他の 
路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 
4,000～10,000 台/日 
 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

施設延長が長
いものを優先
的に整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：JR・直轄国道を横断する構造物は緊急性が高いので優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 5 仕分け：同一の優先順位グループの中で施設延長が長いものを優先的に補修します。 

 

 

図 8.10 大型カルバートの優先順位仕分けフロー図 

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

それ以外の道路等 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

Ⅱ JR・直轄国道 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

それ以外の道路等 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

第4仕分け
（交通量）

第5仕分け
（大型カルバート延長）

Ⅳ

Ⅲ JR・直轄国道 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

それ以外の道路等 緊急輸送道路

第2仕分け
（横断する施設）

JR・直轄国道

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

第1仕分け
（健全性）

第3仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）
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8.4  事業費の平準化 

対象となる道路大型構造物に対して予防保全で補修した場合の年度別事業費を集計すると、年度ごとに大

きな差が出ることとなりました。優先順位を用いて補修工事の実施年度をずらすことや、シェッドなど 1施

設の規模が大きいものは分割することによって、年度別事業費を平準化することができます(図 8.9～図

8.13)。 

 

横断歩道橋・門型標識等・シェッド・大型カルバートの平準化は、健全性Ⅱの補修時期が到来した構造物

に対して、仮に 5年間先送りしても健全性Ⅳ（緊急措置段階）になることはないと想定して、5年間の事業

費が平準化されるように調整します。 

一方、道路情報提供装置は故障の予見が難しく、耐用年数ごとの交換を行うことが必要です。耐用年数を

過ぎると、健全性ⅠもしくはⅡの状態を確保できる保証がないため、道路情報提供装置については、更新を

前倒しすることによって 5年間の事業費が平準化されるように調整します。 

 

 

図 8.11 横断歩道橋の年度別事業費（平準化前後） 
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図 8.12 門型標識等の年度別事業費（平準化前後） 

 

図 8.13 道路情報提供装置の年度別事業費（平準化前後） 
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図 8.14 シェッドの年度別事業費（平準化前後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.15 大型カルバートの年度別事業費（平準化前後） 
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8.5  今後 100 年間の維持管理のために必要な事業費 

今後 100年間の維持管理のために必要な事業費を図 8.16に示します。 

今後 100 年間は予防保全による維持管理を基本方針としていますが、今後 100 年間に必要な維持管理事

業費には時間計画保全の道路情報提供装置の更新費も含まれており、補修費に比べて更新費が高くなってい

ます。 

また、2070年以降は、多くの横断歩道橋の更新時期が到来すること、シェッド・大型カルバートについて

も更新時期を迎えることから、更新費が多くかかる時期があります。 

 

 

図 8.16 今後 100年間に必要な維持管理事業費 
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9. 道路大型構造物の維持管理フロー 

 

道路大型構造物の長寿命化修繕計画に基づく維持管理フローは、図 9.1のように表せます。鳥取県ではこ

のフローにしたがって維持管理を実施します。 

 

 

図 9.1 道路大型構造物の維持管理フロー図 

  

定期点検（５年毎）

健全性の診断

経過観察 補修設計・補修工事

Ⅰ：健全

次回点検

Ⅳ：緊急措置段階

優先順位の検討（予防保全）

Ⅱ：予防保全段階

Ⅲ：早期措置段階

点検対象

電気設備の

耐用年数

耐用年数以内

耐用年数間近

電気設備の

点検結果

道路情報の種類

更新設計・更新工事

（時間計画保全）

多数の異常あり

更新設計・更新工事

（時間計画保全）

道路情報

トンネル警戒情報

電気設備異常なし

横断歩道橋

門型標識等

シェッド

大型カルバート

道路情報提供装置
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10. おわりに 

 

鳥取県では、「本計画」ならびに「道路トンネル長寿命化修繕計画（令和 5年 3月）」、及び「道路橋梁

長寿命化修繕計画（第３回改訂版）令和 5 年 3月」などと合わせて長寿命化修繕計画を実行することによ

り、メンテナンスサイクルを実現し、安心・安全な生活の確保に努めてまいります。 

同時に維持管理費や補修・更新等に係る費用の縮減と平準化を行い、計画的かつ適切な道路施設の維持

管理を実施していきます。 

 

 

図 10.1 鳥取県におけるメンテナンスサイクル 

 

 

 

 


